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意
見
を
持
し
て
、
今
日
の
層
働
運
動
を
指
導
し
つ
、
ぁ 

る

か

は

、

問

答

速

記

に

.依

v>

、
‘
其一 .

斑
を
窺
：ふ
を#
、ぺ 

し
0
余
は
^
^
間
題
のW
究
者
に
向
つ
て
本
報
告
诞
に 

附
錄
の
.一

讀
を
望
む
や
切
な6
。

i
i
o

八

C

:銀

倒

財

政

の

交

錯

織

竝
 

預

金

組

織

へ

の

進

展

運

動、
.:
; 

殊

纪

米

國

の

聯

合

準

備

の
 

、

.新

法

^

就

て
高

島

佐
 

一

0

目

次

：
.

(
1
〕

銀
衧 
> 財
政
め
交1

(

ニ)

銀
行
^
國
庫
制
度A
の
關
係 

. 

(

ィ)

頌
金
組
織 

C
P
O

 

'金
庫
組
織 

S

楚
金
庫
組
織

(

三)

' 
預
金
組
織
へ
の
進
歷
動
：
.

(
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f
聯
邦
胄#
ま
の
經
罾||

本
編
の
目
的
は
金
融
に
直
接
交
渉
す
る
財
政
作
用
の 

r

局
面
卽
も
玆
に
，金
融
的
財
政
と
假
題
せ
ん
と
欲
す
る 

ぢ
の
i
齦
行
業
と
の
間
に
存
在
ず
る
所
の
或
る
緊
切
不 

可
離
の
關
係
の
两
容
を
觀
察
し
、
以

て
ー
國
財
政
の
組
:-

I

.驗
運
用
於
*

#
1C
*-
弥
國
の
銀
行■
度
、
經
營
に1
鳳 

し
關
係
す
る
乎
を
叙
說
じ
、
次
い
で
其
關
係
の

 

一
:f
要 

局
®

^
る
鈒
行
毅
にs
ai
制
度
の
交
錯
を..抽
逄
^

6
て 

其
因
果
關
係
を
槪
論
し
、
之
に
舊
臘
遂
に
大
統
領
ゥ
冲 

ル
ソ
ン
の
署
名
を
經

V

將
來
に
實
施
の
域
に
入
ら
ん
と 

す

る

彼

の

米

國

の

聯

那

維

備

法

(
F
e
d
e
r
a
l
『

豸 

A
c
t
)

を
點
綴
評
論
しy
ii
庫
制
度
に
就s

て
今
や
*li
t 

界
の
大
勢̂

ら
ん
と
す
る「

預
金
組
織
の.進
展
運
動」

の 

眺
»
を
^
姐
\:
>
ん
と
す
る
に
あ6

0

. 

.

而
し
て
共
和
黨
內
閣
赌
代0

A
l
d
r
i
c
h
-
V
r
e
e
l
a
n
d

 

法
案
を
參
酌
し

V

米
國
化
し
、
又
允•ラ
フ
リ
|
ン
敎
授
等 

於
提
唱
し
允
る
全
國
準
備
聯
合
會
を
折
衷
し
て
法
化
し 

兼
ね
て
半
世
紀
以
上
の
歷
史
を
檐
へ
る
國
立
銀
行
法
の 

重
要
な
る
一
负
を
切
取
ら
ん
と
す
る
の
此
聯
邦
準
備
法 

は
、一

新
聞
、％
論
せ
る
如
く
、
未
だ
以
て
奈
翁
の
佛
籣 

西
銀
行
、.比
，公
の
獨
逸
帝
國
銀
行
に
比
較
す
べ

&

ら
次 

る
を
®
ゆ
と
離
^

P
、

少
く
と
$
國
庫
制
度
改
善
問
題
の 

關
す
る
限
6
、
彼
の
十
月
の
新
關
桃
法
と
共
に
米
國
六 

十
年
來
の
名
立
法
と
爲
す
を
妨
げ
次
る
ベ

し

。

思

务

に
K-
o
b
b
e
w'
が
.國
寒
を
以€L

e
v
i
a
t
h
a
n

.に
ft 

へ
杧
る
は̂

く
人
の
^
る
所
> 
然
ら
ば
國
家
歲
出
入
は
：
 

此
大
動
物
め
靜
動
脈
の
總

V

に
«

る
V
血
潮
に
比
す
べ 

し
、
藎
し
血
液
の
流
動
な
け
れ
-ば
有
機
體
の
•生
存
は
不 

|

能
な
る
ベ
け
れ
ば
な6
。
又

顧

み

れ

ば

p
g
f
,

 

C
o
n
r
a
d

 

一
等
は
錬
行
の
用
を
以
て
人
の
心
臟
に
喻
へ
杧

6
。
吾
人 

亦
之
に
傚
ひ
て
近
世
銀
行
の
®
分
を
比
類
す
る
に
近
世 

國
民
經
濟
組
織
體
を
廻
る
の
血
液
を
以
て
せ
ん
と
す
。 

何
と
な
れ
ば
令
日
の
經
濟
組
織
は
銀
行
の
存
在
な
し
に 

、
，

す
べ
か
ら
す
、
叉
杧
銀
行
の
用
は
其
組
織
體
の

iD 

|

何
な
る
部
分y：

遍
在
じ
て
あ
ら
次
る
所
な
け
れ
ば
な
6
 

|

國
家
歲
出
入
及

S

銀
行
、
，
旣
に
均
し
く
國
家
財
政
竝
に 

國
民
經
濟
の
血
液
女
る
職
分
を
有
し
、
此
ニ
者
、が
財
政 

及
び
經
濟
と
い
ふ
の--
-
.
|
.
有
機
組
織
«

の
全
部
に#
環
.し 

,て
其
生
®

の
本
源
を
爲
ず
名
の
なfノ
と
せ
ば
、
財
政
及 

1

び
銀
行
業
間
に
は
分
離
す
ベ
か
ら
？
る
の
一
重
要
關
係 

の
在
在
じ
兩
者̂

^
て
一
國
.金
a
經
«

の
運
用
を
完
美 

な
ら
し
む
る
名
の
な
る
こ
と
亦
^
疑
ふ
ベ
か
ら
ず
。

次
に
抽
象
的
な
る
比
偷
を
離
れ
-<
此
點
に
關
す
る
具



象
的
觀
察
を
試
み
ん
。
高

名

な

る

w
a
g
e
l
l
o
t

は
#

て

9 

「

金
瓢
市
場
に#
す
る
國
.寒
0
.撒
る
ベ
き
最a
の
.政
策 

は
放
任
细
爪
交
^
^
に*

6
.

」
と

云

.，へ

と
.
*
*
^
、
.
.

「
w
o
r
k
s

 

V., p. 6
8
)

國
家
の
生
存
目
的
益
々
雄
大
に
、
其
文
化
一 

目
的(

K
u
l
t
u
r
z
w
e
c
k
)

の
爲
に
す
る
歳
出
愈
々
增
大
し 

て
底
止
す
る
所
を
知
ら
次
ら
ん
と
し
、

^
o
s
c
h
e
r

の
.

\ 

謂
]«
政
膨
脹
の
法
則
於
近
世
文
明
國
0
共

通

現

象

杧

ら| 

ん
と
す
る
此
秋
に
當6
て
斯
の
如
き
方
策
は
到
底
實
行
一 

す
る
こ
と
能
は
次
る
べ
し
。
換
言
す
’
ば

斯

於

る

讀
 

及S

銀
行
の
特
立
狀
態
は
歳
出
入
の
全
體
と
し
て
の
党 

全
な
る
投
合®
ち
歳
出
入
の
金
額
；

g

に
辟
期
に
就
て
全 

き
投
合
あ
る
に
あ
ら
次
れ
ぱ
之
を
實
行
す
る
乙
と
難
く 

又
^
此
の
理
想
境
存
在
し̂
る
-と
す
る
名
、
猶
ほ
斯
か
一 

る
热
交
涉
の
狀
態
を
維
持
す
る
乙
と
に
依

6

、
國

家

はI, 

帘
に
飧
極
的
に
金
融
界
を
善
導
せ
次
る
の
み
な
ら
ず
屢 

屢
積
極
的
に
之
を
壓
迫
す
べ
き
を
以
て
、
此
主
義
«
獨 

-
^
實

行

不

能

と

い

ふ

に

止

放

-̂
>

實̂
に
*
,;7
す

べ
P
ら
ぃ 

次
rる
^

P

の
な
6
と
す
。
殊
に
歳
出
入
の
勝
期
の
不
適
合 

よ
ら
生
少
るr

塒
的
不
均
衡
は
、
實
際
上
絕
鎌
的
に
.避

け
能
は
次
る
？
の
な
る
を
奈
何
せ
ん
。
遂
に
於
て

^

: 

(Public 

finsce 

o
r 

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

th
B
n
c
e

 V
#

に
金 

融(
F
i
n
a
n
c
e

ミ
，

F
i
n
a
n
c
i
n
g
)

は
絕
對
に
無
交
渉
な
る 

能
は
岁
、
卽
ち
國
家
は
或
は
自
己
の
财
政
的
活
動
を
全 

ぅ
し
つ
、
猶g
財
政
^
金
融
を
壓
迫
す
る
こi
を
避
け 

叉
は
進
ん
で
金
融
の
圓
滑
な
る
運
用
を
肋
長
せ
ん
舣
爲

.
 

に
遂
に
私
人
又
は
企
業
と
等
し
く
自
ら
脖
に
金
融

^

(Financier)

或
は
金
融
調
節
家

{
F
i
n
a
n
c
e

 

regulator)

と
な
6
以
て
-
一
般
金
融
の
事
に
關
與
せ
次
る
ベ
か
ら
次 

る
に
至
.る
名
^
と
す
。

斯
/P
る
際
に
於
て
、
國
家
自
ら
、が
金
融
家
杧
る
埸
合 

の
»

なg

ら
次
る
は
勿
論
の
こ
と、
しY

、

多
く
の
場 

合
に
於
て
財
政
上
の
金
融
代
理
者

(

s'scal a
g
e
n
t
s

 or 

Financial 

3
§
3

£
兌
る
0
'?
|
分
に
任
し
、
歲
出
入
の

過
不
及
を
整
調
し
、
叉
一
般
金
融
市
場
の
調
節
機
關
と 

な
6
、
以
て
國
家
生
活
の
途
上
に
横
は
る
財
政
上
の
障 

碍
物
を
除
去
す
る
の
最
大
貢
獻
者
は
遂
に
我
が
銀
行
に 

觉
め
梦
し
て
又
誰
に
於
求
め
ん
。
是
れ
銀
行
於
所
*
金

副
的
財
嗨
上
に
有
す
る
の
重
住
把
6
。
1W
し
て
今
や
此

l
i
i
a
i
i
i
i
i
i
i
i
i
l
i
B
B
i
g
i
i
s
i

-
-̂
-
.

85
重
要
賺
係
の#

に
立
つ
名
の
ft
ム
中
夹
龈
行
に
限
れ
る 

に
あ
ら
ず
し
て
實
に
一.般
銀
行
に
擴
充
せ
ら
る
、
を
見 

る
な
6

。
密
か
に
思
ふ' 

觎
行
論
は
一
般
の
.業
務
理
論 

以
外
猶
ほ
M

行&

他
の
商
業
機
關
に
對
す
る
關
係
、
少 

/\ 
tŷ(

ィ)

銀
行
i
生
命
保
險
業t
の
關
係 

(

ロ)

銀
行
と
倉
庫
業
と
の
關
係 

(
\ )

銀
行
と
坂
引
所
殊
に
株
式
取
引
所
と 

の

關

係
.

：

,

等
を
研
究
し
、E
に
進
ん
で
銀
行
於
此
金
融
的
財
政
に 

#

し
-C
保
有
す
る
關
係
を
觀
察
す
る
に
あ
ら
次
れ
ば
學 

問
と
しV

の
體
形
全
か
ら
少
と
。
藎
し
此
謂
に
外
な
ら 

^
る
な
6
。
然
ら
ば
此
關
係
の
、
ft
容
を
な
す
名
の
は
何 

ぞ
や
。
這
は
大
體
次
の
六
局
面
に
現
は
る
：べ
し
、
日
く 

(

ィ)

銀
行
と
國
庫
組
織
と
の
關
係 

(

ロ )

銀
行
と
預
金
殊
に
郵
便
貯
金
と
の
關
係 

U
)

銀
行
と
租
税
及
汶
納
税
期
と
の
關
係 

U
)

銀
行
と
吠
織
潜
證
券
と
の
關
係
：

(

ホ)

—

行
と
公
債̂

^

係

-
'

.

:

.雜
,

紙

,,
:'r

'
，(

へ)

銀
行
i
補
#
貨
流
通
と
のM

保 

卽
ち
是
な
，り
。
而
し<
本
稿
說
か
ん
と
す
る
の
部
分
呔 

冒

頭1'

言
せ
る
第 

ー
0
關
係
忙
限
.り
、
他
の
數
目
は
他 

日
擎
を
洗V

敍
說
す
る
の
機
會
あ
ら
んi
す

。

一
摑
庫
と
は
法
律
上
國
家
を
代
表
し
て
財
産
を
所
有
し

i

主
と
し
て
現
金
の
收
支
に
當
る
：

1
歡
備
な
6
卽
ち
國
庫 

,
は

唯一

に
し
て
分
割
す
.ベ
か
ら
岁
國
家
の
收
入
は
總
て 

之
に
入
6
其

支
'*
は
總
<
之
よ
6
出
づ
■、
國
庫
の
繼
念 

夫
れ
斯
の
如
し
。
而
し

y

銀
行
國
庫
間
の
關
係
を
正
解 

す
る
t
は
先
づ
國
庫
の
組
織
を
知
る
を
要
す
、
藍
し
或 

る
國
庫
組
織
^
金
融
を
疏
通
し
調
節
す
る
忙
反
し
或
る 

國
庫
組
織
は
屢
々
金
融
を
壓
迫
し
紊
亂
す
と
い
^
炉
如 

ぐ
國
庫
組
織
の
如
何
は
金
融
市
場
に
對
し
常
に
至
重
の 

一
關
係
を
及
ぼ
す
ぢ
の'な
れ
は
な
6
。

國
庫
組
織
の
分
類
は
預
金
組
織
及
び
余
庫
組
織
と
爲 

す
よ
.
^
:

N 9P
、

•
%
金
組
織 f 

D
e
p
o
s
i
t

 T
r
easury s

y
s
t
e
m
)

金

庫

組

織(Treasury 

s
y
s
t
e
m
)

及
び
將
立
金
庫̂

^

_ 

S
 一
 

■



雜

' 

錄
‘ 

'

ハ

(
I
n
d
e
p
s
d
c
n
t

 T
r
e
a
s
u
r
y

 

s
y
s
t
e
m

 

or 

S
u
b
-
T
r
e
a
s
u
r
y

 

s
y
s
t
e
m
)

：
のj 
二
制
度
に
別
つ2：
'-
以
て
學
問
上
便̂
1

6
 

,
と
す
。
今
試
に
此
各
制
度
を
採
用
せ
.る
邦
画
を
列
示
す 

.

れ
ば
英
國
は
完
全
な
る
中
央
銀
行
預
金
組
.織

を

實

行

し

f 

怫
國
及
沙
本
邦
は
預
金
組
織
、
金
庫
組
織

.の
中
間
に
立 

ち
、
獨
國
は
金
庫
組
織
、
特
立
金
庫
組
織
の
折
衷
主
義

(
I. 

を
採
用
し
、
米
國
は
從
來
永
く
純
白
な
る
特
立
金
康
龃

| 

織
を
支
持
し
把
ろ
し
名
今
や
ー
大
飛
應
を
試
み
ん
と
す

| 

る
の
旋
«
期
に
立
て
-
0

0

¥し

て

各

制

度

の

優

务

を

品

| 

等
す
れ
ば
最
名
進
步
せ
石
？

の
は
預
金
組
織
に
し
て
金 

庫
法
及
ぴ
特
立
金
庫
法
调
次
ぐ
。
，然
れ
ど
？
制

度

の

設

I 

定
は
獨
ろ
理
論
の#
す
.る
所
に
依yり
て
の
み
之
を
^
す

一 

ベ
か
^
す
し
て
各
邦
國
に
於
げ
る
政
治
上
の
關
係
及
び 

行
政
上
の
龃
織
に
支
酡
せ
ら
る
、
こ
i

»
な
か
ら
^
、
 

z
 

叉
各
邦
颧
に
於
け
る
金
融
界
發
達
の
程
度
诞
に
金
融
幾 

關

.の

祐

度

殊

に

中

央

銀

行

の

哺

無

等

に

名

影

響

せ
ら
る 

る
名
の
な
る
が
故
に
他
の
條
件
未
だ
備
は
ら
次
る
の
挣 

際
に
當
つ
て
唯
理
論
竝
：に
政
策
の
指
示
す
る
所
に
從

61 

^

^
■«
に
國
庫
組
織
を
改
む
るil
J
.
e
u
-»
不
wr
t

の
事
項

' 

二

に
御
す
る
こ̂

を
知
ら̂

る
ベ
か
ら
少
。
今
爱
に
餐
^
 

を
言
へ
る
は
：理
驗
诞
：

.に
政
策
の
糜
く
所
に
依
ぅ
、

「

也
の 

事
情
_に
し
て
.同
■}
.
.
.
な
ら
^

」
、
c
a
e
t
c
r
i
s

 

p
.
a
.
r
i
b
u
s
'

 

の
it
. 

妒
の
下
に
於̂
て
之
を
爲
甘
る
の
み
。
卽
ち
劣
法
ょ
6

良 

法
に
.遷
ら
ん
と
す
る
や
、
先
づ
.宜
し
く
金
融
狀
態
を
改 

^
し
金
融
機
關
を_盤
備
し
又
國
狀
改
ひ
ベ
き名
の
あ
れ 

ば
之
を
改
め
、
然
る
後
勒
め
て
國
庫
組
織
を
疋
だ
す
べ 

し

.0

然
6

然
ら
ば
此
等
の
條
件
の
旣
に
成
就
せ
る
邦

»
 

に
於
て
國
庫
制
度
の
進
展
運
動
の
發
生
す
る
は
眞
に
自

• 

然
の
勢
に
し
で
一
彼
の
所
請
源
治
ま
ぅ
て
末
流
自
ら

^

な
る
名
の
な̂N、

'

合
衆
國
に
於
げ
る
進
展
運
動
は
夫
ル 

此
勢
に
乘
せ
，る? Q

か
、
ハ

g

 

.ふ
之
を
後
章
に
明
徵
せ
ん
。

,
(

i

 

■
金
組
纖
I 

.

S
金
組
織
と
は
鼯
庫
の
收
入
は
總
て
之
を
中
央
銀

^
 

の
當
座
預
金
と
な
し
又
其
支
出
は
總
て
其
預
金
®
方
に 

| #
4

°«
出
し
杧
る
小
姻
手
を
以
て
す
る
の
國
庫
制
度
を

場
合
に
は
中
央
銀
行
は
大
_

省
8

券
を
引
受
け
叉
は
寶 

•f
f
iし
、
.或
«

賛
越
ゎ
爲
し
、
'

.̂

て
國
«

預
金
に
貨̂

«

.

ぎ

け

isr:;

發-S;:nyr;:g:z5srr:::g;:.ag-

.:s::i 

護舊
淳
發
發

」

高
ヒ
造
出
し
て_
s»
振
出
の
小
切
手
を̂
挪
ひ
、
財
務 

5 *
政
の
運
用
に
停
滯
の
患
な
か
ら
し
む
る
こ
と
を
得
べ 

し
。
斯
の
如
く
な
れ
ば
ヤ
國
の
麵
體
中
最
大
の
收
支
の 

單
位
を
有
す
る
所
の
國
庫
の
所
有
す
る
琪
金
は
、
啻

に

Z
 

ー
方
に
於
て
國
庫
中
に
死_
せ
へ
ら
.
れ

て

貨

幣

の

效

用

ど

一
 

^
了

せ

ら

を

、
と

な

.く
敏
活
に
直
接3 1
欧

間

接

に

短

期| 

割
引
資
金
叉
は

「

rt
丨
ル
、T
ネ

ー

丨
,t
に
充
用
せ
ら
れ
、

同
»

ip
國
の
支
出
を

^

^

便
^

易
な
力
ら
し
0

る
の̂
:
 

| 

な
ら
ず
他
方
に
於
て
國
庫
の
支.拂
に
は
國
庫
支
拂
切
符j 

を
使
用
せ
ず
し 
<
 

受
領
者
に
於
<

6

に
自
家
預
金1C
組 

入
れ
叉
は
直
に
交
換
に
持
出
し
#
ベ
き
通
常
の
當
座
小 

切
手
を
行
使
す
る
i
の
な
れ
ば
自
づ
か
ら
當
座
.預
金
の 

歡
*°
_

肥
を
增
し
、
以
て
通
貨
の
效
用
を
流
分
に
發
撒 

'

せ
し
怂
得
べ
く
、ff
i

s

-'
c

國
庫
放
に
金
融
市
場
»
大
に 

調
節
せ
ら
る
べ
し
。H

e
n
r
y

 

A
d
a
m
s

K

此
預
金
組
織 

の

妙

用

を

論

ピ

V
「

政
府
は
中
夹
銀
行
に
於
て
爾
餘
の

\ 

.
公
私
預
金
者
と
同一

の
地
翁
に
立
つ
、
而
し
て
政
府
預 

金
は
中
央
銀
行
を
通̂
<'

一.
般
金
融
市
場
、
y

fi

出
さ
る
. 

る
を
以v

政
府
收
支
の
高
下
は
$

に
流
通
す
る
通
貨

の
數
量
を
著
じ
く‘上
卞
せ
し
む
る
め
虡
な
し
、
蓋
し
通 

貨
は
雛
令
政
府
勘
定
の
贷
方
に
在
る
？
の
と
雖
$
斯
く 

し
て
容
易
く
商
工
業
資
金
の
*

用
に
應
b
得
れ
ぱ
な 

6
 | 

と
云
へ 
6

0 

. (fienry A
d
a
m
s
:
I
h
e

 

g
o一s

s

o
fFinance, 

p,
2
1
2
)

5c
預
金
組
織
を
以

y

E

に
最
近 

I
r
e
t
o
n

の
擧

示

せ

る「

特
立
金
庫
組
織
に
依6
歲5

3

入 

間
の
純
差
額
と
し

V

流
通
場
®
ょ
6
國
庫
に
顿
收
せ
ら 

れ
空
し
く
金
庫
に
死
鑣
せ
ら
る
>
公
金
は
過
去
四
十
年 

間
の
平
均
額
一.億
萬
圆
以
上
に
達
す

」

と
云
へ
る
彼
の 

米
國
國
庫
制
度
の
短
所
に
：比
較
す
れ
ば
釋
然
允
る
？
の 

あ 
>
9ん
。
へ
 J

R
O

cre.rt Ireton ,
A
「oentrai B

a
n
k
,

ho
p
M
_1

5
.)

要
之
此
預
金
組
織
叉
は
準
預
金
組
織
を
採
用
せ
る

^
 

佛
雨
國
政
麻
於
其
中
央
銀
行
に
對
す
る
關
係
は
、
唯
僅 

.

1C
國
奪
财
最
大.の
收
入
者.、..4K

出
者
^
る
の
性
質
上
其 

大
な
各
公
金
收
克
の
時
期
に
關
し
自
己
の
便
利
を

f

 

'す
..る
の
み
な
ら
^

一

 

般
金
a

0
狀
&
を
顧
念
し
て
之
を 

宠
む
る
と
を
必
耍
と
す
ム
外
叉
何
等
私
人
^
る
預
金
者 

の
地
位
と'異
作
る
を
見̂

る
な
i
o 

(
con

a
n
t
.
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雜 

錄

'此
§

制
度
は
_

と
金
融
ど
.ぬ
陳
を
疏
通
す
る
の
一 

大
水
道
の
如
き
作
用
を
爲
す
务
の
に
し
て
、
其
金
融
を 

調
節
’
る
こ
と
恰
名
雨
大
洋
を
通
夹
る
運
河
於
雨
貧
り 

水
平
面
間
に
存
在
す
る
所
の
E
大
な
る
差
を
遞
次
均

} 

せ
し
ひ
石
に
劣
似
把
る
こ
と
を
知
ら
ん
。
而
し
て
或
る 

邦
國
に
し
て
金
融
狀
態
旣
に
#
達
し
、
叉
中
央
銀
行
或 

は
中
央
銀
行
の
職
分
を
行
ふ
ベ
き
金
融
機
關
旣
に
罾
を 

プ
石
な
ら
ん
に
は
此
形
式
の
國
庫
制
度
を
採
用
す
る
こ 

と
必
し
？
至
難
の
業
に
ぁ
ら
次
る
！へ

'し
。
是
れ
著
し
本 

邦
強
に
合
衆
國
に
於
け
る
此
種
の
進
展
運
動
の
存
在
に 

を
^
 ̂ふ
る
名
の.
^
-
'

CV-VJ.4USO

(

ど

金

庫

組

織 

*

本
邦
の
國
庫
制
度
は
金
庫
組
織
を
本
體
と
し
之
に
預 

金
組
織
を
加
味
し*
る
名
の
な
6

0
今
先
づ
法#

の
®
.

定
を
措
き
て
其
本
質
を
尋
ね
、
，
其
經
濟
的
機
能
に
及
ば 

ん
0會

許
法
第
三
十
ー
條
は
直
明
し
て
日
く

 

.

「

政
府
は
國
庫
金
の
取
扱
を
日
本
銀
行
に
#
梦
る
こ
と 

を
得」

 

V

. 

3

四

次s

で

會

計

规> |
9

第
百
ナ
一
條
第一
項
は
言
ふ

「

會
計
法
第1
|
1ナ
一
條
に
據6
國
庫
金
の
取
扱
を0
本

銀

行

に
.#
b

fc

る
場
合
に
於y

は
ョ
本
銀
行
總
裁
は
金

康
出
鈉
役
と
し■て
金
厳
の
出
納
を
掌
る
ベ
し

」

と
、
是
れ
我
解
金
庫
組
織
の
流
れ
出
づ
る
源
系
な

6

。

而

し
c m

.

本
銀
行
總
裁
は
金
庫
出
納
役
と
し
て
國
庫
金

の
收
支
の.

一
切
をW
掌
す
る
、政府預金と

1

o

銀

行
資
金
と
は
截
然
之
を
分
ち
、
銀
行
は
其
營
業
部
の
外

に
獨
立
せ
る
國
庫
部
を
設
け
以
て
彼
此
混
同
す
る

C
I
C

を
許
.
3
 

^

&な
6

。
次
に
其
金
庫
組
織
の
成
立
を
觀
ん

敍
上 
ーI

規

定

に

基

き

明

治

ニ

士

一

年
勅
令
第11:

白
十
六

號
は
、
我
が
金
庫
組
織
を
定
め
て
、
金
庫
を
中
央
金
庫

本
金
庫
及
び
支
金
庫
の
三
種
と
な
し
、
中
央
金
庫
は
日

本
銀
行
を
し
て
之
に
當
ら

し

む
る
こ

と

、

し
^
る
げ
ヽ

同
刺
令
第
五
條
は
筆
を
進
め
て
其
三
者
間
の
ー
監
督
關
係 

を
敍
し
て

「

中
央
金
庫»
各
地
0

本
金
庫
を
統
轄
し
本
金
庫
は
支 

金
庫
を
總
轄
す

」
.

ど

定

め

、
：
同

第

六

條
は

：：

I
|

(

「

中
央
金
®'
、.
本
金
庫
、
，支
金
庫
の
現
金
の
保
管
出
納 

は
日
本
銀
行
を
し
て
取
极
は
し
む

」

と
規
定
し
、
以
て
日
本
銀
行
が
我
於
金
庫
組
織
の
.統
轄 

機
關
女
る
の
權
限
を
宣
ベ
、
同
辟
に
同
第
十
一
條

1C
於

て

「

日
本
銀
行
は
政
府
に
對
し
國
庫
事
務
の
一
切
に
瓦

6
 

て
寶
任
を
負
か
べ
し

」

と
規
定
し
<
、
其
義
務
の
範
圍
を
明
定
し
杧
6

'
.°

次
に
此
組
織
運
：用
の
實
際
を
觀
れ
ば
、
獨
ヽ
佛
の
中 

央
銀
行
の
如
く
全
國
にS

6
て
數
百
の
支
店
出
®
所
を 

育
せ
^
る
限
6

、
自
ら
本
金
庫
支
金
庫
の
一
切
の
實
務 

に
當
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
故
に
、
日
本
銀
行
は
地
方
亡 

於
け
る
各
都#
の
確
實
な
る
銀
行
を
選* «
し
て
之
を
本. 

金
庫
亦
^
其
周
圍
の
銀
行
を
選
び

V

支
金
庫
と
な
し
、 

順
次
に
_

姐
に
運
於
の
業
を
全
ぅ
す
る
名
'0
と
す
。 

1E
ふ
に
上
述
せ
るa
度
に
在
6

て
は
銀
行
資
金
と
國
庫 

金
と
は
截
然
分
劃
せ
ら
れ
て
相
融
通
せ
ら
る

、
乙
と
な 

き
釔
以V

其
運
用
に
危
險
な
し
と
雖
名
、
'
若
し
預
金
龃 

隴
に
推
移
しy

其
利
益
を
收
め
む
と
欲
せ
ば

、

中
央
龈

行
は
多
數
の
自
行
支
店
を
各
地
方
に
開
設
す
る
乙

i
佛 

1
西
銀
行
の
如
く
な
す/;
>
、
或
は
本
金
庫
、

t

乂
金
庫
の 

事
務
を
行
ふ
べ
き
日
本
龈
行
代
理
店
の
基
礎
一
層
の
.確 

實
を
加
.ふ
る
こ
と
英
國
の
如
く
な
る
を
.要
す
ぺ
し
。i ; 

て
念
ふ
、
0
本
銀
行
支
依
增
設
は

1

の
理
想
に
し
て
今 

«

に
實
^
せ
ら
る
べ
く
％
あ
ら
ず
と
雖
名
、
今
や
本
邦

S

S

U

H

黎

潮

、i

繼

S

流
、

1

i
し

て

來
a

3
ん
i
す
、
斯
の
如
く
し
て
繁
固
な
る 

大
龈
行
の
支̂

の
# *
地
方
に
普
き•の
日
、
英
國
の
如
き 

預
金
組
織
夫
れ
或
る
實
現
せ
ら
る
べ
き
/p
i
。

.
さ
て
本
邦
の
金
庫
組
織
は
斯
の
如
く
し
て
國
庫
出
猶 

機

關

の

統一

を
全
ぅ
し*

ろ

と

雖

？

、

固

^

^

定

が

空
 

2

を
告
ぐ
る
場
合
に
於
て
、
1!
«

は
銀
行
資̂

の
_
通 

を
受
け
能
は
ずi

せ
ば
、
詳
言
す
れ
ば
、
法
定
政
府
貸
出 

金

ニ

千

〗
一

w

m
ll
i

m

4
に
は
、
國
庫
は
如
何
な
る
.場
冶 

に
て
名
日
本
雜
行
の
貸
出
を
得
る
能

»

ざ
る
^P

の
と
せ 

ハ
し
如
、
必®

な
.る
國
«

の
調
達
の
爲
に
大
藏
省
證
券
の 

發i

了
は
自
づ
於
ら
顋
繁
な
ら
次
る
を
得
梦
し
て
國
庫
は 

.
高
き
利
息
の
負
檐
を
兔
れ
能
は
^

ら
ん
。



雜

錄

が

.斯
の
如
き
灶
國
庫
、金
融
市
場
の
共
欧
ネ
便
と
す
る
所 

な
る
を
以
て_明
治
1
一
十
七
年̂

至
ん
：

「

滕
貸
借
法
f

 

國
庫
出
鈉
に關
す
る
|
法
律
發
布
せ
ら
れ
^

て
國
庫
及 

び
銀
行
間
へ
具
象
し

V
.

言
へ
は
日
本
銀
行
の
營
業
部
疼 

び
國
庫
部
間
にj

塒
侦
融
通
を
行
务
こ
と
認
め
らる
、 

に
至
6
 V

#

に
，我
が
金
庫
組
織
は
著
し
く
預
金
組
織
の 

色
彩
を
帶
ぶ
る
こ
とV
.な
れ
，0
,
0次U
注
意
ず
べ
き
一 

«1
填
は
本
邦
現
制
度
にあ
6
.て
は
政
府各
般
の
支*

に 

中
央
本
支
金g

宛
の
國
庫
支
挪
切
符
を
用ふ
士
雖
$
、 

此
國
庫
支
拂
切
符
は手
形
交
換
所
に於

て
一
般
の
#

«
 

小
切
手〜

-殆
ど
同
様
な
る
取
极
を
受
け
を
れ
る
ぢ
の
な 

る
が
故
に
實
質
上
金
庫
宛
の
小
切
手
を
行
使
す
るi
相 

同
ヒ
き
こ
と6|
1
も
是
5-

,
0

,
0

,

U
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十
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大
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r
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署
名
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J
に
.

侬
6

て
稂
本
的
革
命
を
受
く
べ
き
を
以
て
、
.近
き
將
來 

に
於
て
此
の
制
度
は
卽
ち
財
政
皮
上
の
|
遺
勿
允
ら
ん 

i

l

。( T
h
e

 e
i
t
e
r
a
r
y
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PP. I-3 )

今
單
徹
に
此
制
度
を
說
か
ん
。

此
組
織
の
戚
立
は
、
國
嫌
金
の
出
鈉
に
就
き
、
政
啷 

は
久
織
墙
內
に
中
央̂
庫(

T
r
e
a
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採
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^
論

し
#

ベ

き.な..o 
o

I

念
つ
に
舊
腦
中
北
米
合
衆
國
上
下
兩
院
に
於
て
久
し 

く
綿
密
周
匝
な
る
尉g

剪
裁
を
重
ね
て通
過
し
、

ニ
卜 

..三
日
大
統
領
の
著
名
を
經fc
る
、

聯

邦

準

備

法

fFe- 

deral Reserve A
c
t
)

は
.、
：
流
石
に
#

て
 

及
び

Vreeiand 

,の
»
念
に
靖
き
上
げ
杧6
し
基
礎
の
上
に| 

| 
R
o
b
e
r
t

 O
w
e
n
,

 Carter Glass 

等
の
®
it
せ
る
協
同
勞 

作
だ
け
あ
6
て
、

一
方
に
於
 

<
半
世
'紀
の
長
き
に1:
シ 

一
同
國
の
龈
行
通
貨
制
度
を
支
配
し
來
れ
る
國
立
紙
行
法
；

I

年

：S

發
せ
る
S

金
融
恐
«

を
將
來
に
向
ひ|2
#」

\

防
^
す
る
0
權
烕
あ
る
名
の̂

る
，.,'
>
*如
し
。
何
I
Jな
れ

ば
、'斯
法
*
著

曉
S

.

'財
政
、
金
融
の
關f

就

•

て
H

國
庫
事
‘

然
i
し
て
預
金
組
織
に
震
せ
ん
ど
す
る
の
s

fc
•

笑

^

^
1

部
局
S

聯
邦
準

説
明
を
與H

〜

す
、

而
し
てF

S

觀
レ£

し

“

 

d
)

の
監
督
の
下
に
金

.

ノ，
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.
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®lt
'vo
八

朽

乃

至

十

ニ

行

の

聯

邦

準

備

錤

佇

へ

3

良

j
—

m

g

w

u

i
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a
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S
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の
想2

掌
す
る
所
と
な6
ヽ
殆
t
ど 

英
國
の
國
庫
金
預
金
紐
織
と
同
.

1

な
る
國
庫
制
度
を
採 

用
す
る
？

の
な
れ
ば
、
財
政
栌
金
融
を
壓
迫
す
る
の
患 

は

淸

掃

せ

ら

る

、

に

至

る

べ

く

、

.

叉

通

貨̂

に
金
融
の.
 

方
面
に
.就
て
は
、
銀
行
.券
は
正
货
商
業
手
形
及
び
國
偾 

-引
當V

 U

發
行
せ
ら
れ
て
通
貨
の
統

I

を
全
ぅ
し
分
散 

且

死

«

せ
ら
れ
|<
:

6
し
预
金
に
對
す
る
支
拂
準
備
金 

は
集
中
せ
ら
れ
市
場
に
引
出
さ
れ
て
#

富

に

し

て

彈

カj 

あ
る
#

#

1
5
資
金
を
供
與
し
、
近

辟

其

弊

に

堪

へ
'̂

各

'

ん
と
し
^

る「

マ
ネ
.
-、

ト1

フ
ス
ト
J
e自
か
ら
終
媳
せ 

ら
作
、
H
に
ゥ
ォ
ー

ル
街
へ
の
投
機
資
金
は
其
方
向
を

| 

轉
b

て
商
業
手
形
割
引
資
金
允
る
に
至
0
、
米
國
の
金 

融
界
は
愈
,/堅
實
な
る
E
步
を
運
ぶ
ベ
け
れ
ば
な
ぅ
。

唯
米
國
國
狀
と
其
分
權
的
精
神
と
は
歐
溯
先
進

a

に 

^
け
る
如
き
立
法
を
妨
ぐ
る
名
の
あ
6
、
>
民

主

黨

の

智
 

囊
を
傾
げ
盡
ず'
 
猶
ほ
奈
翁
が
佛
蘭
西•銀
行
を
創
め' 

一
 

此
公
舻
獨
逸
帝
國
銀
行
を
建
て
杧
6
し
沢
如
き
一
中
央 

.銀
行
設
立
の
壯
圓
に
出
づ
る
こ
と
能
は
次

6
し
は
、
帘 

95
に
^:
^
^
^
獨̂
立
黨
.の
.政
^
家
i
e
'み
.い
は
ず
、

G
e
or-

g
e

 

Ro'bert 

.1

派
の
密
か‘に
遺
槭
と
す
る
所
な
る
：な
於 

.ら
ん
.や
。
然
6
と
雖
名
、
飜V.

®

邦
準
備
局
の
監
#
權 

と
調
節
機
能
と
を
觀t
、
.叉
杧
各
聯
邦
準
備
銀
行
の
相
，
 

互
の
:*
絡
、
關
係
と
念
梦
る
と
き
は
、
英

米

の

如

き

一 

般
經
濟
の
®

a
し
、
更
1C
普

通

銀

行

の

罾

金

の

—

な 

る
邦
國
に
於
て
最
名
中
夹
銀
行
の
ff
i
fj
x
は
後
援
を
必 

要
と
す
る
脖
、
卽
ち
金
融
恐
.慌
發
生
の
塒
際
等
に
當6 

て
呔
、
此
等
八
銀
行
は
合
體
し
て
、

一
大
中
央
銀
行

 ̂

る

の

機

能

を

發

現

し

得

べ

き

を

知

ら

ん

。

{
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d

 Ha
l
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tley 

w
i
t
h
e
'
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 L
o
m
b
a
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d

 

Streat in i 
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a
g
e
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h
o
a
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c
m
b
a
r
a
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何
i
な

れ

：
ば

八

準

備

銀

行

；は

、 

@

に
全
國
支
*
準
備
金
の
流
入
し
集
中
す
る
各
獨
立
の 

肸
水
池
杧
る0
み
な
ら
步
、
準̂
1

は̂
、
必
要
な
る®
 

合
に
於
'て
何
滕

U

て
が1

準
備
銀
行
に
侖
梦
る
に
他
準 

備
銀
行
の
有
ず
る
手
形
を
再
割
引
す
る
r.
と
を
以
てし 

得

ベ

き

が
-®
に
、
斯
く
自
か
ら
八
貯
水
池
を
速
絡
す
る 

の
職
分
を
盡
す
に
ょ6

て

準

備

金

：
の

可

動

性

ft
充
分
に 

‘發
輝
せ
ら
る.ベ
く
、
從
て
各
準
備
銀
行
は
一
團
と
な
6
 

て
一
大
中
央
舰
行
の
作
用
を
爲
す
こ
と
を
得
れ
ば
な

6



中
央
龈
行
設
立
論
者
亦
以
て
慰
む
る
を
得
ん
か
。

終
に
斯
法
の
實
施
於
海
外
に
及
ぼ
す
影
響
に
至
つ
て 

は
、
|4
、
間
接
に
瓦
ー6
て
頗
る
多
岐
な
る
？

の
あ
る
べ
し 

と
雛
名
其
最̂p

箸
明
な
る
：

cp
の
は
、
IE
貨
の
*
大
保
有 

者
允
る
ベ
き
此
準
備
艱
行a
法
律
上
外
國
に
支
店
を
開 

設

fe
べ
き
ど
以
て
從
來
米
國
銀
行
界
に
あ
6
て
*

? 

不
振
な
6
し
外
國
爲
替
業
務
财
盛
行
せ
ら
る
、
に
至
る 

ベ
き
の
み
な
ら̂

、
瑰
今「

n

1
ル
、

w 

Iン

^

髟
式 

に
依
6
、wa

u
s
t
r
e
e
t
.

lc
吸
引
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
彼
の 

E
大
.な
る
銀
行
資
金
财
其
方
向
を
歡
匕
て
商
業
手
形
割 

引

資

金

に

傾

向

し

來

る

べ

き

は

:#
し

明

白

な

る

於

故

に
 

ラ
プ
^

^
搬
^

^
し
く
待
望
し
熱
心
に
誘
掖
し
つ
、 

あ
る
手
形
引
受
桊
亦̂
蔚
然
と
し
で.
.へ
ド
ソ
ン
，»
頭
に 

'起
6

'

紐

育

於

世

界

最

重

要

の

，
手

形

市

場

^

る

の

日
 

或
は
到
來
す
る
な
き
を
必
す
べ
か
ら
3'
'
る
に
あ
ら
ん
？ 
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'參

照) 

•

.

怫
國
の
失
業
保
險(

上)

杉

琢

磨

I

失
業
勞
歡
者
救
癖
組
織i
し
て
の
所
謂「

•/
/

ン」

式
挪 

I

肋
制
度
の
價
値

U

就
て
f
ttl
i
旣
に
定
評
の
存
す
る
所
な 

6
、(

本
制
度
の
詳
細
に
就
て
は
法
擧
協
會
雜
誌
第
！

一

九 

卷
第
.一

ニ
號
、
拙
稿1
ガ
.ン」

市
に
於
け
る
失
業
者
救
濟 

制
度
の
大
要
、
參
照

}

佛
蘭
西
は
實
に

「

ガ
ン
式
制
度
を

. 

廣
く
國
家
的
に
採
用せ
る
最
勒
の
邦
國
に
し

V、

同
國
議 

一
會
は
千
九
酉
五
年
初
め
て
此
目
的
の
爲
に
十

j

萬
法
の
_
 

豫
算
を
通
過
し
同
滕
に
該
金
額
は
失
業
救
助
金
と
し
て 

よ
^

^
寧
ろ
主
と
し
て
勞
働
者
の
自
助
心
を
基
礎

i
す 

一
る
任
意
失
業
保
險
の
獎
勵
費
と
し
て
之
を
使
用
す
ベ
き 

~

こ
と
を
決
議
し*

6
、
而
し
て
此
の
如
き
中
央
政
麻
の
，

措
置
は1

方
に
於
て
地
方
政
府
の
她
方
基
金
y
if
す
る 

同一

制
度
の
採
用
を
促
すA
共
u
\
.
他
方
に
於
て
勞
働 

組
合
其
他
之
と
同
種
：の
機
關
を
し
て
新
に
多
數
の
失
業 

甚
金
を
設
立
せ
し
む
る
に
至
れ
6

1
し
千
丸
百7

一
年
に 

«
'^;
i

®

^

'̂i
肩
®

^

樣

作

朦

佛

斧

：一
：

,

働
龃
合
^
於
け
么
失
業
救
濟
組
織
は
他
の

H

業
諸
國
0 

そ
れ
に
比
し.て
賴
る
遜
色
あ
ろ
し
事
明.に
しy

、
佛
國 

政
府
^
此

調

赍

後

幾

く

名

な

く

し

て

上

，述

の

如

き

補

助
 

し
以v

失
*
#

濟
の
發
進
を
獎
勵
す
る
に 

至
れ
る
は
實
に
此
缺
陷
を
鄕
は
ん
と
す
る
の
目
的
に
出 

で
^

かU
.

外
な
ら
3 '
'

る
53
:

6
。

是
ょ
6
先

き

佛

镯

勞

働

局

は

，失

業

救

助

事

業

(Relief-

w
o
r
k
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s
t
r
e
s
s
-
W
o
r
k
'
N
o
t
s
t
a
n
d
s
a
s
b
e
i
t)

の
爲
め
に 

.
毎

年

，十

萬

法

以

上

の

：豫

算

を

計

上

す

•る

市

町

村

い

就

て
 

調
査
し
、
午
八
百
九
十
六
年
を
以
て
之
财
結
巣
を
公
表 

せ
る
が
此
報
吿
に
依
れ
ば
各
市
町
村
に
於
て
行
は
る
、 

失
業
救
濟
事
業
は
極
め
て
區.々
に
瓦
.6

、'

或
は
單
に
雪 

搔
皆
#

く
'ft

永
割
等
の
如
き
單
純な
る

事
業
の
み

を

提 

M
t
i
o
s
k
或
は
公
園
の
改
造
、
共
有
地
の
開.
 

碧

他

め

芦
'#

土
木
業
務
を
提
供
せ
る
名
の
あ6

、
.尙 

.

宫
公
縣U

出
.
4

 V

行
は
る
V

此
穂
の
事
業
の
外
に
私̂
,
 

の
慾
单
齡
機
關
に
於v

 

g

亦
之
i

w

欉
の
事
業
を
行
へ

97

然
怍
共
此
等
は
一
肺
的
失
業
に*

因
す
る
危
險
に
對 

雜 

錄

す
る
®
府
若
{

»
:«
善
機
關
の
.事
^

^
濟
に
しV

何
^
 

1C
W
す
る
^
p̂>
^
あ
^m

\。

失
橥
期
間
に
對
す
る
豫
備
に
_

す

る
^'
働

者

自

身

の 

努
カ
は
主
と
し
て
勞
働
組
合
に
於
け
る
失
業
救
濟
基
金 

j

に
依
-

て̂
行
は
.る
>
所
に
し
て
此
種
，の
自
助
的
任
®
!

 ̂

金
は
«
國
に
於
て
《
比
較
的
近
拇
の
創
設
に
係
6
、
英 

獨
に
於
け
る
そ
れ
の
如
く
未
だ
發
進
せ
す
、
千
八
百
九 

十
四
年
の
佛
國
勞
働
局
調
査
に
依
れ
ば
當
塒
佛
國
に
於 

け
る
勞
働
組
合
中
其
失
業
組
合
員
に
對
し

y

失
業
救
濟 

を
行
へ
る
は
僅
に
八
十
七
組
合
に
し
て
其
組
合
員
數
は 

1

萬
六
千
ニ
百
五
十
名
に
過
ぎ
次
6

き
、
次
で
行
は
れ 

-f
c
る
千
允
.百11

年
の
第
二 

_
調
査
t
依
汴
ば
勞
働
組
合 

の
失
業
基
金
數
は
三
一
〇
に
し

y

此
中
約
半
數
は
印
刷 

組
合
の
地
方
的
組
織
に
屬
せ
6

、
而
し
て
勞
働
組
合
に 

於
て
失
樂
救
濟
金
を
受
け*
る
勞
働
者
の
數
は
五'%
を 

j 

S
や
梦
、
且
つ
印
刷
組
<
ロ
の
場
合
を
除
く
外

r

失
業
基 

’
金
-は
何
れ
$
她
方
的
組
合
に
於
て
の
み
組
織
せ
ら
れ
'f
c
 

、
印
刷
組
合
に
於
冰
る
失
業
^
®
に
對
す
る
掛
金
は 

七
五
法
な
る
？
其
他
の
組
合
の
大
多
數
に
ぁ

6
 V

、

5
1
ヨ


